
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

日 時  令和５年３月１日（水）  
午後１時 30 分から３時 30 分 

開催方法 オンライン（ZOOM） 
講 師 ゆうりんクリニック 
    医師 森川 すいめい氏 
 

【主催】長野市 
【問い合わせ】長野市保健所健康課（難病精神保健担当）電話０２６-226-9965 

対    象  ひきこもり支援ネットワーク構成員、地域包括支援センター、 
訪問看護ステーション、障害福祉関係者、医療機関（精神科）、 
教育機関、保健所・保健センター等 
 

申込方法 下記 URL もしくは左の QR コードからお申込みください。 
https://s-kantan.jp/city-nagano-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=29475 

 
アクセスすると、利用者ログイン画面が表示されますが、「利用登録せずに申し込む
方はこちら」から利用規約に同意いただくと、申込み画面に進みます。 
 

 
 

申込締切  令和５年 2 月 20 日（月） 
 

（講師プロフィール） 
精神科医。鍼灸師。オープンダイアローグトレーナー。 
2003 年にホームレス状態にあるひとを支援する団体「TENOHASI 」
を立ち上げ、現在は広報支援活動を継続。2020 年にフィンランドの
精神医療で生まれた「開かれた対話（オープンダイアローグ）」のトレ
ーナー資格を取得。 
現在、東京都ゆうりんクリニックに勤務 
 
 

 

 

©百代 
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長野圏域介護保険事業者連絡協議会 
令和４年度 第２回研修会開催要項 

 

１ 趣  旨   介護現場におけるリスクマネジメントが重要視されていることを受け、令和

３年度介護保険制度改正・介護報酬改定では、感染症や災害等が発生した場合

であっても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制の強

化、高齢者虐待防止の推進や介護保険施設における事故発生の防止と発生時の

適切な対応の強化等が義務化されるなど、全サービスでリスクマネジメントの

強化が反映されています。 

そこで、介護保険制度改正に伴う介護サービスのリスクマネジメント強化の

概要や事故防止体制強化の具体策を学び、今後の事業運営に活かしていただく

ため研修会を開催します。 

 
２ 期  日  令和５年２月 21日(火) 14 時 00 分～16 時 00 分 

 

３ 会  場  オンライン（Zoom） 
        ＊ただし、オンライン（Zoom）環境等が整備されていない事業所については、

ホテルメトロポリタン長野の会議室を用意いたします。  
 
４ 研修内容  講  演    

演題  『介護保険制度改正 事故防止体制強化の対応』       

講師  山田 滋 氏 

介護と福祉のリスクコンサルタント 

株式会社安全な介護代表取締役  

13:30   14:00   14:10                     15:55  16:00 

 

受
付
開
始 
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開 
 
会 
 

講 演 
（休憩・質疑応答含む） 

 
閉 
 
会 
 

 

５ 参 加 費  会員は無料 非会員は 3,000 円（請求書を後日送付します。）  

             

６ 参加申込  別紙申込書か下記 google フォームより、２月 10日（金）までに申し込みくだ

さい。 

https://forms.gle/TyfimC6B5Tg2qvzZA 

                                

７ そ の 他 

  （１）新型コロナウイルス感染症拡大の影響で行政からの緊急事態宣言が発出される等に 

より、全てオンラインへ変更する場合があります。その場合は、あらためてご案内し

ますのでご承知おきください。 

  （２）視聴用ＩＤ・パスワード等は、概ね１週間前を目途にメールにてお送りします。 

 

８ お問合せ  長野市社会福祉協議会内長野圏域介護保険事業者連絡協議会事務局 

        TEL026-225-0083 FAX026-225-0568 e-mail kaigo@csw-naganocity.or.jp 
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長野圏域介護保険事業者連絡協議会 

 

令和４年度 第２回研修会 参加申込書 

 
長野圏域介護保険事業者連絡協議会 事務局  行 （送付文不要） 
令和５年２月 10 日（金）必着 

 
FAX 026-225-0568  
E-mail kaigo@csw-naganocity.or.jp 

 
１ 連絡先 

法  人  名  

施設・事業所名  

連  絡  先 

【所在地】〒 

ＴＥＬ：（   ）       ／ＦＡＸ：（   ） 

＊メールアドレス                 ＠ 

＊オンライン参加の事業所は、メールアドレスを忘れずにご記入ください。 
資料等は申し込みのメールアドレスに事前にお送りします。  

 
２ 参加方法 
どちらかに○をして下さい。 

  １ オンライン   ２ 会場（オンライン環境が整備されていない場合のみ）  
３ 参加者   

   長野圏域介護保険事業者連絡協議会 

№  職  名 氏  名 

１   

 
２ 

  

ご意見、ご質問等ありましたらお寄せ下さい。 

mailto:kaigo@csw-naganocity.or.jp


見守るく ん 

本文イラスト ： 黒崎 玄 見守り 新鮮情報　 第4 42号（ 202 3年1月31 日） 発行： 独立行政法人国民生活センター 

見守り
新鮮情報

他人事じゃ

ないよ

ひとこと助言 

●困っ たと き は、お住まいの自治体の消費生活センタ ー等にご相談く ださ い
（ 消費者ホット ライン 1 8 8 ）。

●消費生活セン タ ー等へは家族やホームヘルパー、地域包括支援セン タ ー
などの職員から でも 相談する こ と ができ ます。身近な方がト ラブルに気付
いた場合には、でき るだけ早く 相談し てく ださ い。

◆“ 架空請求”、“ 偽メ ール・ 偽 SMS”

◆在宅時の突然の

　“ 訪問勧誘、電話勧誘”

◆“ 不安をあおる、同情や好意に

　つけこむ勧誘”

◆偽サイト などに注意

　“ インターネット 通販”

◆屋根や外壁、水回り などの“ 住宅修理”

◆保険金で住宅修理できると 勧誘する“ 保険金の
申請サポート ”

◆“ インターネット や電話、電力・ ガスの契約切替”

◆“ スマホのト ラブル”契約内容や操作を確認

◆健康食品や化粧品、医薬品などの“ 定期購入”

◆パソコンに警告表示“ サポート 詐欺”

高齢者とそのまわり の方に
気を 付けてほし い

消費者ト ラ ブル1 0 選
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事 務 連 絡  

令和５年１月 31日 

 

  都道府県   

各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 

  中 核 市   

 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

 

高齢者施設等における面会の再開・推進にかかる 

高齢者施設等の職員向け動画及びリーフレットについて 

 

新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、日々ご尽力及びご協力を

賜り厚く御礼申し上げます。 

高齢者施設等の入所者について、家族等との面会の機会の減少により心身の

健康への影響が懸念されることを踏まえると、高齢者施設等での面会の再開・推

進を図ることは重要と考えています。 

そこで、今般、厚生労働省において、高齢者施設等の職員の皆様向けに、面会

を積極的に実施する施設の事例や実施方法等を情報発信する動画及びリーフレ

ットを作成しました。当該動画及びリーフレットを、下記１のとおり、厚生労働

省ホームページに掲載しましたので、各都道府県等におかれては、貴管下の高齢

者施設等に対し周知をいただくとともに、面会の再開・推進にかかる働きかけや

支援をお願いいたします。なお、リーフレットについては、今後、協力が得られ

た高齢者施設の関係団体等を通じて、順次各施設等に配布予定ですので申し添

えます。 

また、面会の実施にあたっての留意点として、下記２の事項について、貴管下

の高齢者施設等に対し周知いただくようお願いします。 

 

記 

 

１．高齢者施設等における面会の再開・推進にかかる高齢者施設等の職員向け動

画及びリーフレット 

 以下の厚生労働省ホームページに掲載しています。 
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_
00014.html 
 
 
 

 

 

２．面会実施にあたっての留意点 

○ 介護保険施設等の運営基準においては、「常に入所者の家族との連携を図る

とともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければ

ならない」等とされており、利用者と家族との面会の機会の確保に努めてい

ただく必要があります。 

 

○ また、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和３年 11 月

19 日（令和４年 11 月 25 日変更）新型コロナウイルス感染症対策本部決定）

においても、高齢者施設等での面会について、「利用者、家族にとって重要な

ものであり」とされており、利用者・家族の QOL 等の観点を重視いただき、

面会の実施を検討いただくようお願いします。 

 

○ 面会の実施にあたっては、「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっ

ての留意点について」（令和３年 11 月 24 日付厚生労働省健康局結核感染症

課ほか連名事務連絡）（別添）にお示ししている留意点を御参照ください。 

 

○ なお、利用者の家族等や面会者には、施設等における面会の必要性を理解し

ていただくとともに、引き続き面会時には感染対策の実施を働きかけるよう

お願いします。 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_
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事 務 連 絡 

令和３年 11 月 24 日 

 

  都道府県   

各 指定都市 民生主管部（局） 御中 

  中 核 市   

 

厚 生 労 働 省 健 康 局 結 核 感 染 症 課 

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

厚生労働省子ども家庭局母子保健課  

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 保 護 課 

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課  

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課  

 

 

社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について 

 

社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点については、「社会福祉

施設等における感染拡大防止のための留意点について（その２）（一部改正）」（令

和２年 10月 15 日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡。以下「令

和２年 10月 15 日事務連絡」という。）においてお示ししており、その中で、面

会及び外出の実施にあたっての留意点もお示ししているところです。 

今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和３年 11 月 19

日新型コロナウイルス感染症対策本部決定）が決定され、面会については、面会

者からの感染を防ぐことと、利用者、家族の QOL を考慮することとし、具体的に

は、地域における発生状況等も踏まえるとともに、利用者、面会者等の体調やワ

クチン接種歴、検査結果等も考慮し、対面での面会を含めた対応を検討すること、

との方針が示されました。また、外出については、感染が流行している地域では、

感染拡大防止の観点と、利用者、家族の QOL を考慮して利用者の外出について

の対応を検討すること、との方針が示されました。 

これを踏まえ、令和２年 10 月 15 日事務連絡にてお示ししていた社会福祉施

設等での面会及び外出の実施にあたっての留意点を見直し、記のとおりとしま
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すので、管内の施設・事業所に対しての周知をお願いします。 

なお、現在、以下のとおり、各施設類型に応じた感染対策の手引き等をお示し

しています。このため、令和２年 10 月 15 日事務連絡については廃止すること

とします。今後、社会福祉施設等に共通した感染防止対策の留意点については、

以下の各手引き等や関連の事務連絡を参照いただくようお願いします。 

また、「高齢者施設等における面会に係る事例集及び留意事項等の再周知につ

いて」（令和３年７月19日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡）

についても廃止します。 

また、医療施設等における面会の実施については、「医療施設等における感染

拡大防止に留意した面会の事例について」（令和３年 11 月 24 日付厚生労働省医

政局地域医療計画課ほか連名事務連絡）を参照いただくようお願いします。 

 

【各施設類型における感染対策の手引き等】 

・「介護現場における感染対策の手引き」、「介護職員のための感染対策マニュ

アル」（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ 

hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html） 

・「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html） 

・「入所型児童福祉施設における新型コロナウイルス感染症に関する対策の手

引き」（http://www.tohoku-icnet.ac/covid-19/mhlw-wg/images/division/ 

child_welfare_facility/d06_pdf01.pdf） 

 

 

記 

 

 
１．社会福祉施設等（入所施設・居住系サービス）における面会及び外出の留意

点 

（面会） 

○ 面会については、感染経路の遮断という観点と、つながりや交流が心身の健

康に与える影響という観点から、地域における発生状況等も踏まえ、可能な

限り安全に実施できる方法を検討すること。 

○ 具体的には、地域における発生状況や都道府県等が示す対策の方針等も踏

まえるとともに、入所者及び面会者の体調やワクチン接種歴、検査結果等も

考慮して、管理者が、面会時間や回数、場所を含めた面会の実施方法を判断

すること。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html
http://www.tohoku-icnet.ac/covid-19/mhlw-wg/images/division/
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○ 面会の実施方法を判断する際、入所者及び面会者がワクチン接種済み又は

検査陰性であることを確認できた場合は、対面での面会の実施を検討するこ

と。 

○ なお、入所者や面会者がワクチンを接種していないことを理由に不当な扱

いを受けることがないよう留意し、ワクチンを接種していない入所者や面会

者も交流が図れるよう検討すること。 

○  対面での面会を制限せざるを得ない場合には、「高齢者施設等におけるオン

ラインでの面会の実施について」（令和２年５月 15 日付厚生労働省老健局総

務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡）、「障害者支援施設等におけるオン

ラインでの面会の実施について」（令和２年５月 22 日付厚生労働省社会・援

護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡）等も参考に、引き続きオンライン

での実施を検討すること。 

○ 面会を実施する場合は、入所者及び面会者がワクチン接種済み又は検査陰

性であることを確認できた場合であっても、以下に記載の感染防止対策を行

った上で実施すべきであること。 

○ 面会の実施方法については、各施設において取り決めた上で、入所者や家族

等に対して丁寧に説明し、理解を得られるように努めること。 

○ 感染が拡大している地域では、感染拡大防止の観点と、利用者、家族の QOL

を考慮して、対応を検討すること。 

 

（面会を実施する場合の感染防止対策） 

○  面会者に対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には面会

を断ること。 

○  面会者がのどの痛み、咳、倦怠感、下痢、嗅覚・味覚障害等の感染症が疑わ

れる症状を有する場合やその他体調不良を訴える場合には面会を断ること。 

○  面会者の氏名・来訪日時・連絡先については、感染者が発生した場合に積

極的疫学調査への協力が可能となるよう記録しておくこと。また、面会者が

面会後、一定期間（少なくとも２日）以内に、発症もしくは感染していたこと

が明らかになった場合には、施設にも連絡をするよう面会者に依頼すること。 

○  面会者は原則として以下の条件を満たす者であること。 

・ 濃厚接触者でないこと 

・ 同居家族や身近な方に、発熱等の感染症が疑われる症状がないこと 

・ 過去２週間以内に感染者、感染の疑いがある者との接触がないこと 

・ 過去２週間以内に発熱等の感染症が疑われる症状がないこと 

・ 過去２週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされて

いる国・地域等への渡航歴がないこと。 
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・ 人数を必要最小限とすること。 

○  面会者には、面会時間を通じてマスク着用、面会前後の手指消毒を求める

こと。 

○  一定の距離を確保するなど、面会者の手指や飛沫等が入所者の目、鼻、口

に触れないように配慮すること。 

○  面会時には、換気を十分に行うこと。 

○ 面会場所での飲食は可能な限り控えること。大声での会話は控えること。 

○  面会者は、施設内のトイレの使用を必要最小限とすること。 

○  面会後は、使用した机、椅子、ドアノブ等の清掃又は消毒を行うこと。 

○ ワクチン接種後にも新型コロナウイルスに感染することがあることや、検

査結果が陰性でも感染している可能性を否定しているものではないことを踏

まえ、ワクチン接種者も含め、「三つの密」の回避、人と人との距離の確保、

マスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を引き続き

徹底するとともに、各施設においては、引き続きクラスターの発生に対する

警戒を怠らないこと。 

 

（外出） 
○ 入所者の外出については、生活や健康の維持のために必要なものは制限す

べきではなく、「三つの密」の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用、

手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底し、自らの手で目、

鼻、口を触らないように留意すること。 

○ 感染が拡大している地域では、感染拡大防止の観点と、入所者、家族の QOL

を考慮して、対応を検討すること。なお、外出の際は、基本的な感染対策を徹

底すること。 

 
２．社会福祉施設等（通所・短期入所等のサービス）における面会及び外出の留

意点 

（面会、外出） 

○ 面会、外出に関しては、必要に応じ、入所施設・居住系サービスと同様の対

応を行うこと。 

 

３．社会福祉施設等（居宅を訪問して行うサービス）における外出の留意点 

（外出） 

○ 訪問介護については、 

・「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」（平成 12 年３月 17

日付老計第 10 号）において、通院・外出介助 
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・「適切な訪問介護サービス等の提供について」（平成 21 年７月 24 日付厚生

労働省老健局振興課事務連絡）において、訪問介護員等の散歩の同行 

が訪問介護費の支給対象となりうる旨お示ししているところ。 

○ 訪問介護等における利用者の通院・外出介助や屋外の散歩の同行について

制限する必要はないが、「三つの密」の回避、人と人との距離の確保、マスク

の着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底し、自らの

手で目、鼻、口を触らないように留意すること。 

○ 感染が拡大している地域では、感染拡大防止の観点と、利用者、家族の QOL

を考慮して、対応を検討すること。なお、外出の際は、基本的な感染対策を徹

底すること。 

 



会いたい人に会える日を会いたい人に会える日を
～高齢者施設における面会再開に向けた取り 組み事例～

高齢者施設職員向け

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00014.html

　 対面の面会を行う 際の参考となるよう 、施設に

おける面会時の感染対策方法や現場の工夫等を

紹介しています。また、医師による面会のメリット や

注意すべきポイント 等の解説もしています。

面会再開のポイ ント を

動画でわかり やすく 解説し ています

高齢者施設職員向け

詳し く はこ ちら から

https://youtu.be/CV8dJauQ1BU

面会に来る方へお願いすることや面会中の留意点をおさらいしておきましょう。

体調不良の場合は
面会を断る

十分な換気

できるだけ少人数で

大声での会話や
飲食は控える

氏名や連絡先を記入

手洗い、手指消毒、マスクの着用

面会者へのお願い

■ 面会当日は検温をお願いし まし ょ う 。

■ 面会者が濃厚接触者である場合や、面会者や同居家族に

　  発熱や咳、のどの痛みなどがあり 、感染が疑われる場合は

　  面会を断り まし ょ う 。

■ 面会者が施設へ入る際には、手洗い・ 手指消毒を行っ ても ら い、

　  マスク 着用をお願いし まし ょ う 。

■ 施設で感染者が発生し た場合に備え、来訪者の氏名、

　  日時、連絡先を記録し ておきまし ょ う 。

面会中に留意すべき点

■ 面会時には十分な換気を行いまし ょ う 。

■ 面会はできるだけ少人数で行います。

■ 面会場所では大声での会話は控えても ら いまし ょ う 。

■ 飲食はできるだけ控えまし ょ う 。

面会後の対応

■ 面会者が、面会後一定期間以内に発症も し く は

　  感染がわかっ た場合は、施設への連絡をお願いし まし ょ う 。

地域の感染状況に合わせて対応し よう

新し い生活様式を踏まえた面会のポイント
地域の感染状況に合わせて対応し よう

新し い生活様式を踏まえた面会のポイント

対面面会での家族との交流は利用者のQOLに好影響
　 長期間、高齢者施設利用者が家族に面会ができない場合、物忘れが激しく なったり、認知機

能の低下が起こります。気持ちが沈むだけではなく 、不安から食欲がなくなり低栄養になってしま

うこともあります。また、利用者に限らず、家族も利用者と会えずに気分が落ち込んだりと、面会で

きないことで影響が出ます。

　 面会は利用者の基本的権利であり、家族との交流はQOL（ 生活の質）に影響を与えます。感染

防止対策に留意し 、感染リスクを下げながら、可能な限り、対面面会を実現していきましょう 。家

族と対面で面会することは、利用者にとって、例えば以下のような良い影響が期待されます。

家族に会えると いう 期待から 、

利用者の気分が高まっ ていく2

我が子を思い出せなかっ た利用者が、

我が子をきちんと 認識できるよう になっ た1

高齢者施設職員が知っておきたい面会再開のメリット

おさか・ けん／東北大学大学院教授。

1990年東北大学医学部卒業。1995年東

京大学大学院医学系研究科修了。2020

年2月より厚生労働省新型コロナウイル

ス感染症クラスター対策班メンバー。

小坂 健先生

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
https://youtu.be/CV8dJauQ1BU



